
（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
医
療
政
策
部
医
療
人
材
課
）…
一

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等
の
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一九

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
辞
退
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三一

告

示
（
選
）

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
基
準
日
及
び
登
録
日
…
…
…
…
…
…
…
…
三二

公

告

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
に
対
す
る
説
明
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）…
三二

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
の
候
補
者
届
出
書
等
の
事
前
審
査
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三四

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
等
が
選
挙
長
又
は
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す

る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三六

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に

す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三八

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
三八

規

則

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中

「
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
修
学
資
金
貸
与
申
込
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
」
を
「
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
の
在
学
す
る
学
校
又
は
養
成
施
設
等
を
経
由
し
、
当
該
学
校
又
は
養
成
施
設
等
に
よ
る
推
薦

書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
及
び
貸
与
希
望
者
及
び
推
薦
所
見
（
別
記
第
一
号
様
式
の
二
）
並
び
に
修
学

資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
よ
る
修
学
資
金
貸
与
申
込
書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
三
）
」
に
、

「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
在
学
状
況
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
現
況
届
（
別
記
第
十
六
号
様
式
そ
の
一
）
に

よ
り
」
を
加
え
、
「
、
現
況
届
（
別
記
第
十
六
号
様
式
）
」
を
「
現
況
届
（
別
記
第
十
六
号
様
式
そ
の

二
）
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
中
「
当
該
各
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
、
他
の
指

定
施
設
又
は
都
内
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
た
場
合
を
」
を
「
こ
れ
を
繰
り
返
し
た
場
合

を
」
に
、
「
当
該
各
施
設
に
お
い
て
通
算
し
て
五
年
間
又
は
七
年
間
」
を
「
引
き
続
き
指
定
施
設
に
従

事
す
る
と
き
は
当
該
各
指
定
施
設
に
お
い
て
通
算
し
て
五
年
間
若
し
く
は
七
年
間
又
は
引
き
続
き
都
内

施
設
に
従
事
す
る
と
き
（
指
定
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
後
都
内
施
設
に
従
事

す
る
と
き
及
び
都
内
施
設
に
お
い
て
看
護
業
務
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
後
指
定
施
設
に
従
事
す
る
と
き

を
含
む
。
）
は
当
該
各
施
設
に
お
い
て
通
算
し
て
五
年
間
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ２

別
記
第
一
号
様
式
を
別
記
第
一
号
様
式
の
三
と
し
、
別
表
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）３



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ４



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）５

別
記
第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
そ
の
一
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ６

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
第
十
条
の
三
の
規

定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
の
決
定
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸

与
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施

行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の

修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残

留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
を

指
定
し
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省

令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）７



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ８



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）９



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） １０



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）１１



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） １２



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）１３



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） １４



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）１５



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） １６



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）１７



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） １８



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）１９
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担

当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の

二
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ２０



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）２１



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ２２



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）２３



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ２４



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）２５



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ２６



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）２７



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ２８



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）２９



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ３０



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）３１
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
及

び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ３２

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
執
行
予
定
の
東
京
都

議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
被
登
録
資

格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
及
び
登
録
を
行
う
日
を
次
の
と
お
り
定

め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

基
準
と
な
る
日

令
和
七
年
六
月
十
二
日
。
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い

て
は
、
同
月
二
十
二
日

登
録
を
行
う
日

令
和
七
年
六
月
十
二
日

公

告

東
京
都
議
会
議
員
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
に
対
す
る

説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に

立
候
補
を
予
定
す
る
者
に
対
す
る
説
明
会
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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東
京
都
議
会
議
員
選
挙
の
候
補
者
届
出
書
等
の
事
前

審
査
に
つ
い
て

令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に

立
候
補
を
予
定
す
る
者
に
対
し
て
、
次
の
と
お
り
候
補
者
届
出
書
等

の
事
前
審
査
を
行
う
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
等
が
選
挙

長
又
は
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、
申

請
等
の
受
付
場
所
に
つ
い
て

令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に

お
い
て
、
候
補
者
等
が
選
挙
長
又
は
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す

る
届
出
、
申
請
等
（
争
訟
を
除
く
。
）
の
受
付
場
所
を
次
の
と
お
り

定
め
た
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18291号）東 京 都 公 報令和7年4月23日（水曜日）３７



令和7年4月23日（水曜日）東 京 都 公 報（第18291号） ３８

東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政

治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
、

申
請
等
の
受
付
場
所
に
つ
い
て

令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
執
行
予
定
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に

お
い
て
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に

す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
二
十
五

階
一
一
七
会
議
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号

二

同
月
十
四
日
以
降

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四

十
階
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
７
年
４
月
２３日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
都
市
高
速

鉄
道
第
１０号

線
付
属
街
路
第
１３号

線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、���

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等
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４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

令
和
７
年
４
月
１０日
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東

京

都
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宿
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目
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番
一
号

電
話

〇
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代
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本
号
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円
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郵
送
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式
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東
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番
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号
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郵便番号
１１３―０００１


